
 

 

※電気自動車等： 電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ） 

 

刈谷市内の公共施設に設置された電気自動車等の充電設備については、以下の利用条件

を確認のうえご利用ください。 

 

設 備 内 容 電気自動車等用の普通充電スタンド（２００Ｖ） 

利 用 時 間 

原則、各施設の開館日・開館時間内 

 ＊各施設の利用可能時間等については、裏面に一覧記載。 

１回当たり９０分まで 

利 用 料 金 無料 

利 用 規 約 

1 登録された利用者及び車両に限り、充電設備を利用することができます。 

2 充電作業は利用者自身が行ってください。 

3 充電中は、利用登録証を車両内のダッシュボード上に掲示してください。 

4 充電完了後は、できるだけ速やかに車両を移動してください。 

5 他の車両及び歩行者に十分注意し、事故防止に努めてください。 

6 充電設備の取扱いは、操作マニュアル及び機器の表示に従って慎重に行ってく

ださい。 

7 充電設備を汚損させた場合は、その復旧に要する費用を弁償していただくこと

があります。 

8 充電設備の利用に関して利用者が被った損害及び利用者が第三者に与えた損害

に対し、市は一切の責任を負いません。 

9 施設・設備の管理上、予告なく充電設備を停止させることがあります。 

10 充電設備の停止により利用者が被った損害及び利用者が第三者に与えた損害

に対し、市は一切の責任を負いません。 

11 駐車場の満車その他の事情により、充電用の駐車場所に一般車両が駐車するこ

とがあります。 

12 暗証番号は、他人に知られないようにしてください。 

13 暗証番号は、不定期に変更される場合があります。 

14 住所、車両等の登録事項に変更があった場合は、速やかに変更の手続きをして

ください。 

15 市は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、こ

の規約を変更することができるものとします。 

 上記は、令和８年３月１日現在のものです。 

 施設、設備の管理運営上、利用条件が変更される場合がありますので、御了承ください。 

利 用 条 件 

電気自動車等充電スタンド 利用マニュアル 

（令和８年３月版） 



刈谷市内の充電設備設置施設一覧（公共施設） 

 

№ 施設名 充電設備利用時間 利用登録受付時間 

1 刈谷市役所 8:30～21:00 
8:30～17:15 

※土・日、祝日、年末年始を除く 

2 相生駐車場 0:00～24:00 
8:00～20:00 

※年末年始を除く 

3 神田駐車場 0:00～24:00 
8:00～20:00 

※年末年始を除く 

4 東刈谷市民センター 

8:30～21:00 
（月曜日は 8:30～17:15） 

※祝日にあたる月曜日、年末年始を除く 

8:30～17:15 

※土・日、祝日、年末年始を除く 

5 富士松市民センター 

8:30～21:00 
（月曜日は 8:30～17:15） 

※祝日にあたる月曜日、年末年始を除く 

8:30～17:15 

※土・日、祝日、年末年始を除く 

6 小垣江市民センター 

8:30～21:00 
（月曜日は 8:30～17:15） 

※祝日にあたる月曜日、年末年始を除く 

8:30～17:15 

※土・日、祝日、年末年始を除く 

7 北部市民センター 

8:30～21:00 
（月曜日は 8:30～17:15） 

※祝日にあたる月曜日、年末年始を除く 

8:30～17:15 

※土・日、祝日、年末年始を除く 

8 南部生涯学習センター 
8:30～21:00 

※月曜日、年末年始を除く 

9:00～21:00 

※月曜日、年末年始を除く 

9 北部生涯学習センター 
8:30～21:00 

※水曜日、年末年始を除く 

9:00～21:00 

※水曜日、年末年始を除く 

10 
総合文化センター 

駐車場 
8:30～22:00 

9:00～21:00 

※第１月曜日、年末年始を除く 

11 一ツ木福祉センター 
8:30～17:00 

※日曜日、年末年始を除く 

9:00～17:00 

※日曜日、年末年始を除く 

12 
岩ケ池公園（ハイウェ

イオアシス・一般道側） 
8:30～22:00 9:00～1８:00 

◆「年末年始」とは、12 月 29 日から翌年 1月 3日までをいいます。 

◆施設・設備の管理上、予告なく充電設備の利用を中止することがあります。 

◆臨時に施設を休館する場合は、利用登録の受付はできません。 

◆新型コロナウイルス感染症等拡大防止のための閉館時間の変更に伴い、各施設の充電設備利用可

能時間が一時的に変更されている場合があります。詳細は、各施設のホームページ等にてご確認く

ださい。 



【１】充電スタンドの「画面」をタッチしてください。 【２】「ご利用を開始する」をタッチしてください。

※最初からこの画面になって

　いる場合もあります。

【３】「暗証番号を入力してください」の画面で 【４】ご利用する充電時間を設定し、

　暗証番号を入力して「次へ進む」をタッチ 　「次へ進む」をタッチしてください。

　してください。

【５】充電コネクタを充電器から抜いてください。 【６】充電コネクタを車両へ接続してください。

【７】充電を開始したことを確認してください。

【充電終了】

コネクタを車両から抜いて、

充電スタンドにコネクタを戻してください。

充電スタンド　EVC2　操作マニュアル

＜暗証番号を使って利用する場合＞

充電の手順

タッチ

設定

タッチ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

利用登録について 
刈谷市役所 環境推進課  電話：０５６６－６２－１０１７ 

（土・日、祝日、年末年始を除く８時３０分から１７時１５分まで） 

充電設備の操作及び 

障害等について 

ＥＶＣサポートセンター  電話：０５０－３７８６－８５１０ 

（年中無休、２４時間対応） 

 

 
 


